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第 １ 章 総 則

（ 名 称 ）

第 １ 条 こ の 法 人 は 、 社 団 法 人 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 協 会 と い う 。

（ 事 務 所 ）

第 ２ 条 こ の 法 人 は 、 主 た る 事 務 所 を 東 京 都 文 京 区 大 塚 ５ 丁 目 ４ ０ 番 １ ８ 号

に 置 く 。

（ 支 部 ）

第 ３ 条 こ の 法 人 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 支 部 を 置 く こ と が で き る 。

第 ２ 章 目 的 及 び 事 業

（ 目 的 ）

第 ４ 条 こ の 法 人 は コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 並 び に シ ス テ ム 設 計 書 、 フ ロ ー

チ ャ ー ト 及 び プ ロ グ ラ ム 説 明 書 等 プ ロ グ ラ ム の 利 用 に 係 る 著 作 物 （ 以

下 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア と い う ） の 著 作 権 者 の 権 利 を 保 護 す る と

共 に 、 著 作 権 思 想 の 普 及 活 動 を 行 い 、 も っ て 文 化 の 発 展 に 寄 与 す る こ

と を 目 的 と す る 。

（ 事 業 ）

第 ５ 条 こ の 法 人 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 次 の 事 業 を 行 う 。

一 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 著 作 権 に 関 す る 講 習 会 の 開 催 等 の 普

及 事 業

二 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 著 作 権 保 護 の た め に 必 要 な 調 査 ・ 研

究 及 び 資 料 の 収 集 ・ 情 報 提 供 事 業

三 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 著 作 権 思 想 の 普 及 の た め に 必 要 な 調

査 ・ 研 究 及 び 助 成 事 業

四 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 著 作 権 に 関 す る 書 籍 等 の 出 版 事 業

五 そ の 他 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業

第 ３ 章 会 員

（ 種 別 ）

第 ６ 条 こ の 法 人 の 会 員 は 、 次 の ２ 種 と し 、 正 会 員 を も っ て 民 法 上 の 社 員 と す

る 。

一 正 会 員

コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 著 作 権 者 （ 国 内 に お け る 著 作 権 の 行

使 の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む ） で あ っ て 、 こ の 法 人 の 目 的 に 賛 同 し

て 入 会 し た 者
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二 賛 助 会 員

こ の 法 人 の 目 的 に 賛 同 す る 者

（ 入 会 ）

第 ７ 条 こ の 法 人 の 会 員 に な ろ う と す る 者 は 、 入 会 申 込 書 を 理 事 長 に 提 出 し 、

理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 会 員 の 権 利 ）

第 ８ 条 正 会 員 は 総 会 に 出 席 す る 権 利 と 一 箇 の 議 決 権 を 有 す る 。

２ 賛 助 会 員 は 、 総 会 に 出 席 し て 発 言 す る こ と が で き る 。

（ 会 費 等 ）

第 ９ 条 会 員 は 総 会 に お い て 定 め る 額 の 入 会 金 及 び 会 費 を 納 入 し な け れ ば な ら

な い 。

２ 既 納 の 入 会 金 及 び 会 費 は 、 い か な る 理 由 が あ っ て も 返 還 し な い 。

（ 資 格 の 喪 失 ）

第 10条 会 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は そ の 資 格 を 喪 失 す る 。

一 退 会 し た と き

二 死 亡 し 、 も し く は 失 踪 宣 告 を 受 け 、 ま た は 会 員 で あ る 法 人 が 解 散

し た と き

三 除 名 さ れ た と き

２ 会 員 は 前 項 の い ず れ か の 号 に 該 当 し 、 会 員 資 格 を 喪 失 し た 後 に お い て

も 、 既 に 負 担 し た 債 務 に つ い て そ の 履 行 の 責 任 を 免 れ る こ と は で き な

い 。

（ 退 会 ）

第 11条 会 員 が 、 退 会 し よ う と す る と き は 、 そ の 理 由 を 付 し た 退 会 届 を 理 事 長

宛 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 除 名 ）

第 12条 会 員 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 総 会 の 議 決 を 経 て 、 理

事 長 が こ れ を 除 名 す る こ と が で き る 。

一 こ の 法 人 の 名 誉 を 傷 つ け 、 ま た は こ の 法 人 の 目 的 に 違 反 す る 行 為

が あ っ た と き 。

二 こ の 法 人 の 会 員 と し て の 義 務 を 怠 っ た と き 。

三 会 費 を ２ 年 以 上 滞 納 し た と き
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第 ４ 章 役 員 及 び 職 員

（ 役 員 ）

第 13条 こ の 法 人 に は 、 次 の 役 員 を 置 く 。

一 理 事 １ ５ 名 以 上 ２ ０ 名 以 内

二 監 事 ２ 名

（ 役 員 の 選 任 ）

第 14条 理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 で 選 任 し 、 理 事 は 、 互 選 で 理 事 長 １ 名 及 び 副 理

事 長 １ 名 以 上 ３ 名 以 内 及 び 専 務 理 事 １ 名 を 定 め る 。

２ 理 事 長 及 び 副 理 事 長 は 正 会 員 （ 正 会 員 が 法 人 で あ る 場 合 は そ の 代 表

者 ） で な く て は な ら な い 。

３ 理 事 の う ち い ず れ か １ 名 と そ の 親 族 そ の 他 特 別 の 関 係 に あ る 者 の 合 計

数 は 、 理 事 現 在 数 の ５ 分 の １ を 超 え て は な ら な い 。

４ 理 事 及 び 監 事 は 、 相 互 に こ れ を 兼 ね る こ と が で き な い 。

（ 理 事 の 職 務 ）

第 15条 理 事 長 は 、 こ の 法 人 の 業 務 を 総 理 し 、 こ の 法 人 を 代 表 す る 。

２ 副 理 事 長 は 、 理 事 長 を 補 佐 し 、 理 事 長 に 事 故 が あ る と き ま た は 理 事 長

が 欠 け た と き は 、 理 事 長 が あ ら か じ め 指 名 し た 順 序 に よ っ て 、 そ の 職

務 を 代 理 す る 。

３ 専 務 理 事 は 、 理 事 長 及 び 副 理 事 長 を 補 佐 し 、 理 事 会 及 び 総 会 の 議 決 に

基 づ き 日 常 の 事 務 に 従 事 す る 。

４ 理 事 は 、 理 事 会 を 組 織 し て 、 こ の 定 款 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 法 人

の 総 会 の 権 限 に 属 せ し め ら れ た 事 項 を 除 く 事 項 を 議 決 し 執 行 す る 。

（ 監 事 の 職 務 ）

第 16条 監 事 は 、 こ の 法 人 の 業 務 及 び 財 産 に 関 し 、 次 の 各 号 に 規 定 す る 職 務 を

行 う 。

一 法 人 の 財 産 の 状 況 を 監 査 す る こ と 。

二 理 事 の 業 務 執 行 の 状 況 を 監 査 す る こ と 。

三 財 産 の 状 況 ま た は 業 務 の 執 行 に つ い て 不 整 の 事 実 を 発 見 し た と き

は 、 こ れ を 理 事 会 、 総 会 ま た は 文 部 大 臣 に 報 告 す る こ と 。

四 前 号 の 報 告 を す る た め 必 要 が あ る と き は 、 理 事 会 ま た は 総 会 を 招

集 す る こ と 。

（ 役 員 の 任 期 ）

第 17条 こ の 法 人 の 役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。

２ 補 欠 ま た は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 役 員 の 任 期 は 、 前 任 者 ま た は 現 任 者

の 残 任 期 間 と す る 。

３ 役 員 は 、 そ の 任 期 満 了 後 で も 後 任 者 が 就 任 す る ま で は 、 な お そ の 職 務
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を 行 う 。

（ 役 員 の 解 任 ）

第 18条 役 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 理 事 及 び 正 会 員 各 々 の

現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 に よ り 、 理 事 長 が こ れ を 解 任 す る こ と が

で き る 。

一 心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 執 行 に 堪 え な い と 認 め ら れ る と き 。

二 職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 た る に ふ さ わ し く な い 行 為 が あ る と

認 め ら れ る と き 。

（ 役 員 の 報 酬 ）

第 19条 役 員 は 、 有 給 と す る こ と が で き る 。

２ 役 員 の 報 酬 は 、 総 会 の 議 決 を 経 て 理 事 長 が 定 め る 。

（ 職 員 ）

第 20条 こ の 法 人 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 必 要 な 職 員 を 置 く 。

２ 職 員 は 、 理 事 長 が 任 免 す る 。

３ 職 員 は 、 有 給 と す る 。

第 ５ 章 会 議

（ 理 事 会 の 構 成 ）

第 21条 理 事 会 は 、 理 事 を 構 成 員 と す る 。 但 し 、 監 事 は い つ で も 会 議 に 出 席 し

意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。

２ 理 事 長 は 、 当 該 会 議 の 目 的 に 鑑 み 必 要 と 思 う 者 を 出 席 さ せ 意 見 を 述 べ

さ せ る こ と が で き る 。

（ 理 事 会 の 招 集 ）

第 22条 理 事 会 は 、 毎 年 １ ０ 回 以 上 理 事 長 が 招 聘 す る 。

２ 理 事 長 は 必 要 と 認 め た と き は い つ で も 臨 時 理 事 会 を 招 集 す る こ と が で

き る 。

３ 理 事 長 は 理 事 現 在 数 の ３ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 に 附 議 す べ き 事 項 を 示 し

て 理 事 会 の 招 集 の 請 求 が あ っ た と き は 、 そ の 請 求 が あ っ た 日 か ら ２ ０

日 以 内 に 臨 時 理 事 会 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。

４ 理 事 会 を 招 集 す る に は 各 理 事 及 び 監 事 に 通 知 を 発 し な け れ ば な ら な い 。

（ 理 事 会 の 定 足 数 ）

第 23条 理 事 会 は 、 理 事 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 者 が 出 席 し な け れ ば 議 事 を 開

き 議 決 す る こ と が で き な い 。 但 し 、 当 該 議 事 に つ き 書 面 を も っ て あ ら

か じ め 意 思 を 表 示 し た 者 は 出 席 し た も の と み な す 。
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（ 理 事 会 の 議 決 方 法 ）

第 24条 理 事 会 の 議 事 は 、 こ の 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 出 席

理 事 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ

に よ る 。

（ 総 会 の 構 成 ）

第 25条 総 会 は 、 第 ６ 条 第 １ 号 の 正 会 員 を も っ て 組 織 す る 。

（ 総 会 の 招 集 ）

第 26条 通 常 総 会 は 、 毎 年 ２ 月 及 び ６ 月 に 理 事 長 が 招 集 す る

２ 理 事 長 は 、 理 事 会 が 必 要 と 認 め た と き 、 ま た は 正 会 員 現 在 数 の ５ 分 の

１ 以 上 か ら 会 議 に 附 議 す べ き 事 項 を 示 し て 総 会 の 招 集 の 請 求 が あ っ た

と き は 、 そ の 請 求 の 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 臨 時 総 会 を 招 集 し な け れ ば な

ら な い 。

３ 総 会 を 招 集 す る に は 、 ７ 日 前 ま で に 、 そ の 会 議 に 附 議 す べ き 事 項 、 日

時 及 び 場 所 を 記 載 し た 書 面 を 発 送 し な け れ ば な ら な い 。

（ 総 会 の 議 決 事 項 ）

第 27条 総 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 事 項 を 議 決 す る 。

一 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 に つ い て の 事 項

二 事 業 報 告 及 び 収 支 決 算 に つ い て の 事 項

三 正 味 財 産 増 減 計 算 書 、 財 産 目 録 及 び 貸 借 対 照 表 に つ い て の 事 項

四 そ の 他 こ の 法 人 の 業 務 に 関 す る 重 要 事 項 で 、 理 事 会 に お い て 必 要

と 認 め た も の

（ 総 会 の 定 足 数 等 ）

第 28条 総 会 は 、 正 会 員 現 在 数 の 過 半 数 の 者 が 出 席 し な け れ ば 、 そ の 議 事 を 開

き 議 決 す る こ と が で き な い 。 但 し 、 当 該 議 事 に つ き 書 面 を も っ て あ ら

か じ め 意 思 を 表 示 し た 者 及 び 他 の 正 会 員 を 代 理 人 と し て 表 決 を 委 任 し

た 者 は 、 出 席 し た も の と み な す 。

２ 総 会 の 議 事 は 、 こ の 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 正 会 員

で あ る 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す

る と こ ろ に よ る 。

（ 議 長 の 権 限 ）

第 29条 総 会 及 び 理 事 会 の 議 長 は 、 理 事 長 が こ れ に 当 た る 。

２ 議 長 は 総 会 及 び 理 事 会 の 秩 序 を 維 持 し 、 議 事 を 整 理 す る 。

（ 議 事 録 ）
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第 3 0条 す べ て の 会 議 に は 、 議 事 録 を 作 成 し 、 議 長 及 び そ の 会 議 に お い て 選 任

さ れ た 議 事 録 署 名 人 ２ 名 が 署 名 押 印 の う え 保 存 す る 。

２ 総 会 の 議 事 の 要 領 及 び 議 決 し た 事 項 は 、 全 会 員 に 通 知 す る 。

第 ６ 章 資 産 及 び 会 計

（ 資 産 の 構 成 ）

第 31条 こ の 法 人 の 資 産 は 、 次 の と お り と す る 。

一 設 立 当 初 の 財 産 目 録 に 記 載 さ れ た 財 産

二 入 会 金 及 び 会 費

三 資 産 か ら 生 ず る 収 入

四 事 業 に 伴 う 収 入

五 寄 付 金 品

六 そ の 他 の 収 入

（ 資 産 の 種 別 ）

第 32条 こ の 法 人 の 資 産 を 分 け て 、 基 本 財 産 と 運 用 財 産 の ２ 種 と す る 。

２ 基 本 財 産 は 、 次 に 掲 げ る も の を も っ て 構 成 す る 。

一 設 立 当 初 の 財 産 目 録 中 基 本 財 産 の 部 に 記 載 さ れ た 財 産

二 基 本 財 産 と す る こ と を 指 定 し て 寄 附 さ れ た 財 産

三 理 事 会 で 基 本 財 産 に 繰 り 入 れ る こ と を 議 決 し た 財 産

３ 運 用 財 産 は 、 基 本 財 産 以 外 の 資 産 と す る 。

（ 資 産 の 管 理 ）

第 33条 こ の 法 人 の 財 産 は 理 事 長 が 管 理 し 、 基 本 財 産 の う ち 現 金 は 、 理 事 会 の

議 決 を 経 て 定 期 預 金 と す る 等 確 実 な 方 法 に よ り 、 理 事 長 が 保 管 す る 。

（ 基 本 財 産 の 処 分 の 制 限 ）

第 34条 基 本 財 産 は 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 担 保 に 供 し 、 ま た は 運 用 財 産 に 繰 り 入

れ て は な ら な い 。 但 し 、 こ の 法 人 の 事 業 遂 行 上 や む を 得 な い 理 由 が あ

る と き は 、 理 事 現 在 数 及 び 正 会 員 現 在 数 の 各 々 ３ 分 の ２ 以 上 の 議 決 を

経 、 か つ 、 文 部 科 学 大 臣 の 承 認 を 受 け て 、 そ の 一 部 に 限 り こ れ ら の 処

分 を す る こ と が で き る 。

（ 経 費 の 支 弁 ）

第 35条 こ の 法 人 の 事 業 遂 行 に 要 す る 経 費 は 、 運 用 財 産 を も っ て 支 弁 す る 。

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）

第 36条 こ の 法 人 の 事 業 計 画 及 び こ れ に 伴 う 収 支 予 算 は 理 事 長 が 編 成 し 、 理 事

会 及 び 総 会 の 議 決 を 経 て 毎 会 計 年 度 開 始 前 に 、 文 部 科 学 大 臣 に 届 け 出
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な け れ ば な ら な い 。 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 を 変 更 し よ う と す る 場 合 も

同 様 と す る 。

（ 収 支 決 算 ）

第 37条 こ の 法 人 の 収 支 決 算 は 、 理 事 長 が 作 成 し 、 財 産 目 録 、 貸 借 対 照 表 、 事

業 報 告 書 及 び 正 味 財 産 増 減 書 並 び に 会 員 の 異 動 状 況 書 と 共 に 、 監 事 の

意 見 を つ け 、 理 事 会 及 び 総 会 の 承 認 を 受 け て 毎 会 計 年 度 終 了 後 ３ 月 以

内 に 文 部 科 学 大 臣 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

２ こ の 法 人 の 収 支 決 算 に 収 支 差 額 が あ る と き は 、 理 事 会 の 議 決 及 び 総 会

の 承 認 を 受 け て 、 そ の 一 部 も し く は 全 部 を 基 本 財 産 に 編 入 し 、 ま た は

翌 年 度 に 繰 り 越 す も の と す る 。

（ 長 期 借 入 金 ）

第 38条 こ の 法 人 が 借 入 れ を し よ う と す る と き は 、 そ の 会 計 年 度 の 収 入 を も っ

て 償 還 す る 短 期 借 入 金 を 除 き 、 理 事 現 在 数 及 び 正 会 員 現 在 数 の 各 々 ３

分 の ２ 以 上 の 議 決 を 経 、 か つ 文 部 科 学 大 臣 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。

（ 新 た な 義 務 の 負 担 等 ）

第 39条 第 34条 の 但 し 書 及 び 前 条 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 並 び に 収 支 予 算 で 定 め

る も の を 除 く ほ か 、 こ の 法 人 が 新 た な 義 務 の 負 担 ま た は 権 利 の 放 棄 の

う ち 重 要 な も の を 行 お う と す る と き は 、 理 事 会 及 び 総 会 の 議 決 を 経 な

け れ ば な ら な い 。

（ 会 計 年 度 ）

第 40条 こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終

わ る 。

第 ７ 章 定 款 の 変 更 及 び 解 散

（ 定 款 の 変 更 ）

第 41条 こ の 定 款 は 、 理 事 会 及 び 総 会 に お い て 理 事 及 び 正 会 員 各 々 の 現 在 数 の

４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 経 、 か つ 、 文 部 科 学 大 臣 の 認 可 を 受 け な け れ ば

変 更 す る こ と が で き な い 。

（ 解 散 ）

第 42条 こ の 法 人 の 解 散 は 、 理 事 会 及 び 総 会 に お い て 理 事 及 び 正 会 員 各 々 の 現

在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 経 、 か つ 、 文 部 科 学 大 臣 の 許 可 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。
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（ 残 余 財 産 の 処 分 ）

第 43条 こ の 法 人 の 解 散 に 伴 う 残 余 財 産 は 、 理 事 会 及 び 総 会 に お い て 理 事 及 び

正 会 員 各 々 の 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 経 、 か つ 、 文 部 科 学 大 臣

の 許 可 を 受 け て 、 こ の 法 人 の 目 的 に 類 似 の 目 的 を 有 す る 公 益 法 人 に 寄

付 す る も の と す る 。

第 ８ 章 補 則

（ 書 類 及 び 帳 簿 の 備 付 等 ）

第 44条 こ の 法 人 の 事 務 所 に 、 次 の 書 類 及 び 帳 簿 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 但

し 、 法 令 に よ り 、 こ れ ら に 代 わ る 書 類 及 び 帳 簿 を 備 え た と き は こ の 限

り で は な い 。

一 定 款

二 会 員 の 名 簿

三 役 員 及 び そ の 他 の 職 員 の 名 簿 及 び 履 歴 書

四 財 産 目 録

五 資 産 台 帳 及 び 負 債 台 帳

六 収 入 支 出 に 関 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類

七 理 事 会 及 び 総 会 の 議 事 に 関 す る 書 類

八 官 公 署 往 復 書 類

九 収 支 予 算 書 及 び 事 業 計 画 書

十 収 支 計 算 書 及 び 事 業 報 告 書

十 一 貸 借 対 照 表

十 二 正 味 財 産 増 減 計 算 書

十 三 そ の 他 必 要 な 書 類 及 び 帳 簿

２ 前 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の 書 類 及 び 同 項 第 ７ 号 及 び 同 項 第 ９ 号 か ら

第 １ ２ 号 ま で の 書 類 は 永 年 、 同 項 第 ６ 号 の 帳 簿 及 び 書 類 は １ ０ 年 以 上 、

同 項 第 ８ 号 及 び 第 １ ３ 号 の 書 類 及 び 帳 簿 は １ 年 以 上 保 存 し な け れ ば な

ら な い 。

３ 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ９ 号 か ら 第 １ ２ 号 ま で の 書 類 並

び に 役 員 名 簿 は 、 こ れ を 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。

（ 細 則 ）

第 45条 こ の 定 款 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 理 事 会 及 び 総 会 の 議 決 を 経 て 別

に 定 め る 。
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附 則

１ 第 14条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 法 人 設 立 当 初 の 理 事 及 び 監 事 は 、

次 の と お り と す る 。 こ の 場 合 の 役 員 の 任 期 は 、 第 17条 第 １ 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 平 成 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。

理 事 ㈱ ア ス キ ー 西 和 彦

理 事 ア シ ュ ト ン ・ テ イ ト ㈱ 富 田 直 美

理 事 ㈱ ア ー ト デ ィ ン ク 永 浜 達 郎

理 事 ㈱ エ ム ・ エ ー ・ シ ー 今 西 寛

理 事 ㈱ エ ー ・ エ ス ・ ピ ー 鵜 澤 幹 夫

理 事 ㈱ 光 栄 襟 川 陽 一

理 事 コ ナ ミ ㈱ 菱 川 文 博

理 事 ㈱ サ ム シ ン グ グ ッ ド 坂 本 桂 一

理 事 ㈱ シ ス テ ム ソ フ ト 樺 島 正 博

理 事 ㈱ ジ ャ ス ト シ ス テ ム 浮 川 和 宣

理 事 ㈱ 新 学 社 高 鳥 賢 司

理 事 ㈱ ダ イ ナ ウ ェ ア 藤 井 展 之

理 事 ㈱ テ ィ ー ア ン ド イ ー ソ フ ト 横 山 俊 朗

理 事 ㈱ ブ ロ ー ダ ー バ ン ド ジ ャ パ ン 山 本 秀 人

理 事 ㈱ ポ ニ ー キ ャ ニ オ ン 伊 地 知 彬

理 事 ㈱ マ イ ク ロ キ ャ ビ ン 大 矢 知 直 登

理 事 マ イ ク ロ ソ フ ト ㈱ 古 川 亨

理 事 ㈱ リ ー ド ・ レ ッ ク ス 梶 山 桂

理 事 ロ ー タ ス ㈱ 菊 池 三 郎

監 事 ㈱ 新 企 画 社 岩 淵 庄 一 郎

監 事 ㈱ 電 波 新 聞 社 平 山 哲 雄

２ 第 40条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 法 人 設 立 当 初 の 会 計 年 度 は 法 人 設 立 の 日

か ら 平 成 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。

３ 従 来 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 協 会 に 属 し た 権 利 義 務 の 一 切 は 、 こ

の 法 人 が 継 承 す る 。

４ 第 ７ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 法 人 設 立 と 同 時 に 、 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト

ウ ェ ア 著 作 権 協 会 の 正 会 員 及 び 準 会 員 で あ っ た 者 は 、 そ れ ぞ れ こ の 法 人 の

正 会 員 及 び 賛 助 会 員 と な る 。


